
融資機関の皆様へ

林業信用保証のご案内

独立行政法人農林漁業信用基金
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林業・木材産業は、成長が期待される注目の融資先です。

日本は国土の３分の２を森林が占め、人工林の６割は木材として利用可能な時期を迎えており、
林業の機械化やICTの活用、木材加工技術革新等により、近年の木材自給率は、上昇傾向で推移
しており、成長が期待される注目の融資先です。
林業は森林（特に人工林）において、造林・育林、素材生産（丸太の生産）等を行う産業で、木材産
業は丸太を建築・土木資材や紙の原料等に加工する産業です。
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■ 林業の機械化や木材加工技術の革新

CLT（直交集成板）高性能林業機械による作業

資料：林野庁「森林・林業・木材産業の現状と課題」を一部改変

■ 木材自給率の推移
（％） 2022年

木材自給率
40.7％
（最新）

（年）

2002年
木材自給率

18.8％
（過去最低）

(単位：万ha)

国土面積
3,780万ha

森林

2,503 

(66%)

農地

437 

(12%)

197 

その他

643 

(17%)宅地

(5%)

■ 国土面積と森林面積の内訳

利用期を迎えた人工林が６割

資料：ウッドチェンジ協議会「高層木造ビル事例集」

Port Plus 大林組横浜研修所HULIC & New GINZA 8

■ 都市部における建築物への木材利用事例

■ 森林資源量の推移

蓄
積
（億
㎥
）

（年）

近年、毎年約６千万㎥増加

55年で約６倍以上

写真提供：山口県

ひき板を繊維方向が直交する
ように積層接着したパネル

積
層
接
着



２

林業・木材産業は、森林の多面的機能の発揮を通じて、
SDGsの実現にも貢献しています。

森林が健全な状態で存在することにより、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、生物多
様性の保全等の多面的機能が発揮されます。
林業・木材産業は、森林を伐って、使って、植えて、育てることを通じて多面的機能の発揮を図っ
ており、これを通じて様々なSDGsの実現にも貢献しています。

■ 森林の有する多面的機能

貨幣評価できるものは年間数十兆円の価値の機能も

水源涵養
・洪水緩和 【6.5兆円】
・水資源貯留 【8.7兆円】
・水質浄化 【14.6兆円】 等

土砂災害防止／土壌保全
・表面侵食防止 【28.3兆円】
・表層崩壊防止 【 8.4兆円】 等

生物多様性保全
・遺伝子保全 ・生物種保全
・生態系保全

地球環境保全
・二酸化炭素吸収 【1.2兆円】
・化石燃料代替エネルギー

【0.2兆円】

物質生産
・木材（建築材、燃料材等）
・食料（きのこ、山菜等） 等

保健・レクリエーション
・保養 【2.3兆円】
・行楽、スポーツ、療養

快適環境形成
・気候緩和 ・大気浄化
・快適生活環境形成

文化
・景観、風致 ・教育
・宗教、祭礼 ・芸術
・伝統文化 ・地域の多様性

温暖化防止

災害防止

大気浄化・
騒音緩和

保健休養

木材生産

野生動植物
生息の場

野外教育

特用林産物
生産
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水源の涵養

順位

■ 国民の森林に期待する働き

森林環境教育

保健休養

森林の
持続可能
な経営

木材の
利用

きのこ等
の利用

木材の
生産・加工
・流通

森林空間
の利用

水源涵養 炭素貯蔵国土保全 生物多様性水質浄化

持続可能な産業

●木質バイオマス

CSR活動

雇用創出

スマート林業

加工技術開発

環境負荷の

少ない資材

持続可能な

食料生産

資料：林野庁「森林・林業・木材産業の現状と課題」を一部改変



＜ポイント１＞ 林業・木材産業に特化した信用保証
林業・木材産業に特化した保証審査を行っているため、一つ一つの保証のご相談
に丁寧に対応することができます。

信用基金の特徴

・ 農林水産省及び財務省を主務省とする公的な保証機関です。

・ 林業・木材産業事業者の皆様が、融資機関から事業資金を借り入れる際に債務を保証す
ることにより、資金調達を円滑にするお手伝いをしています。

独立行政法人農林漁業信用基金とは

＜ポイント２＞ 多様な案件に精通
全国各地の様々な保証事例を１拠点でまとめて把握しているため、多様な案件に
対応することができます。

＜ポイント３＞ 全国的なネットワーク
国や自治体、業界団体とのネットワークにより、林業・木材産業に関する様々な情
報をご提供することができます。

＜ポイント１＞ 手頃な保証料率
保証料率は年0.15％～1.80％で、財務内容により低率が適用されます。

＜ポイント３＞ 保証限度額が大きい
保証額は、関連企業を含めて、財務内容により6億円まで利用可能です。

＜ポイント４＞ 無担保限度額が大きい
無担保での保証額は、財務内容により２億円まで利用可能です。

＜ポイント２＞ 保証料は必要な分だけ
保証料は日割計算のため、余分な費用が不要です。

＜ポイント５＞ 登録免除税が軽くなる
基金を抵当権者として設定する登記については、被保証者の方の登録免許税が

0.4％から0.15％へ軽減されます。

林業信用保証のメリット
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※１ 出資金は、保証依頼者が保証に必要な出資をしている場合は不要です。既に出資をしていても、保証額に必要な出資金に足り
ない場合はその不足分を出資していただきます。

※２ 出資手続きの完了した旨の文書は、発行事務に時間を要しますので、債務保証承諾書送付後に別途発送いたします。
※３ 保証料は、翌月１０日までに基金の預金口座のあるとりまとめ融資機関に送金していただきます。

融
資
機
関

林
業
・木
材
産
業
者

農
林
漁
業
信
用
基
金

① 債務保証依頼書及び関係書類の提出

④ 出資申請書の提出（※１）、
出資金の拠出

③ 保証承諾決定の連絡

⑨ 保証料の納付（※３）

② ①の書類と併せて、債務保証協議書
（調査意見書を含む）及び関係書類の提出

⑦ 債務保証承諾書の送付（※２）

⑪ 貸付実行報告書及び
保証料送金通知書の提出

基金の預金口座のある
とりまとめ融資機関

⑧ 貸付実行

⑦ 債務保証書、保証料計算書の送付

⑤ 出資金の送金
（※１）

⑩ 保証料の送金
（※３）

⑥ 出資金の入金確認

⑤ 出資申請書の提出（※１）

４

保証ご利用の手続き

注１：組合とは、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等が組織する中小企業等協同組合、農業協同組合及び農
業協同組合連合会を指します。

注２：「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」の「合理化計画」もしくは「木材の安定供給
の確保に関する特別措置法」の事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた方が対象です。

注３： 「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」の事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた方が対象です。
注４：反社会的勢力は保証をご利用できません。

業種
種別
（注１）

資本金 従業員数

造林・育林
素材生産

木材・木製品製造
薪炭生産

林業種苗生産
きのこ生産

会社 3億円以下 300人以下

個人 - 300人以下

組合 - -

木材卸売等
(注２)

会社 1,000万円以下 100人以下

個人 - 100人以下

木材製品利用等
(注３)

会社 ３億円以下 300人以下

個人 - 300人以下

保証をご利用いただける方



■ 保証を受ける事業者は、出資者となっていただくことが必要です。

■ 出資必要額は保証額を保証倍率で除した額です。保証倍率は都道府県ごとに異なりますが、
概ね40倍から45倍です。
（例） 保証額が1,000万円、保証倍率が45の場合の出資必要額

1,000万円÷45＝23万円 （１万円未満は切上げ）

■ 出資金は、保証のご利用が終了した後に払い戻すことができます。

■ 組合員が所属組合の出資金を利用し、保証を受けることもできます。

出資

■ 法人代表者のほか、ご利用条件により追加で連帯保証人が必要な場合があります。

連帯保証人

■ 運転資金
事業者の財務内容や経営状況によっては、担保が必要です。

■ 設備資金
借入期間が５年を超える場合又は土地建物の購入・建設の場合は、原則として担保が必要です。

■ 当座貸越根保証
不動産、有価証券等の担保が必要です。

■ 担保の評価
基金の算定方法により評価します。

担保

保証ご利用条件

■ 普通保証
保証付き融資実行のつど、保証手続きを行うものです。

■ 根保証
利用者が融資機関から反復継続して手形貸付又は手形割引を受ける場合、あらかじめ一定の
保証極度額と根保証期間を定めておき、その範囲内で繰り返し保証を受けるものです。

■ 当座貸越根保証
一定の資格要件を備えた方が融資機関から事業資金を借り入れる場合、あらかじめ一定の貸
越極度額と貸越の発生期間を定め、その範囲内で反復継続して発生する当座貸越債務の保証
を根保証で取り扱うものです。当座貸越根保証の極度額は5千万円までとしています。

保証の種類

５



■保証割合 原則80％保証（100％保証については債務保証協議の際にご相談ください。）
■保証料率 財務内容等により各メニューに該当する区分内のいずれかの保証料率が適用されます。
■保証の最高限度額 財務内容により、関連企業を含めて６億円までです。

１ 制度資金への保証

6

保証メニュー

法律に基づいて作成した計画について、都道府県知事の認定を受けた方が計画に従っ
て事業を行うための資金に対する保証です。

資金の種類 対象事業
資金
区分

保証期間 保証料率
借入限度額
（注４）

借入利率
（注５）

資格要件等
（注６）

林業・木材産業
改善資金

○造林・育林
○素材生産
○木材・木製品製造
○林業種苗生産
○薪炭生産
○きのこ生産
○木材卸売等

設備

（注１)

10年以内
（据置期間
３年以内）

（注２）

区分Ⅰ

0.15％
0.30％
0.45％
0.68％
0.83％
0.98％
1.13％
1.35％

林業分野
個人 1.5千万円
会社 3千万円
会社以外の団体

5千万円
木材産業分野

1億円

0.0％
（無利子）

「林業・木材産業改善
措置に関する計画」
の知事認定

木
材
産
業
等
高
度
化
推
進
資
金

事
業
経
営
改
善
合
理
化
資
金

素材生産
等促進資
金

○素材生産
○木材・木製品製造
○木材卸売等

運転

短期資金
1年以内

長期資金
５年以内
（据置期間
１年以内）

1億円
(特認 5億円)

短期資金
1.3％、1.5％、
1.6％
長期資金

1.0％、1.2％、
1.3％

「合理化計画(事業経
営改善計画)」の知事
認定

新規需要
創出資金

○木材・木製品製造 1億円

短期資金
1.3％

長期資金
1.0％

木材高度加
工資金

○素材生産
○木材・木製品製造
○木材卸売等

1億円
(特認 2億円)

短期資金
1.3％

長期資金
1.0％

「合理化計画(構造改
善計画)」の知事認定

林
業
経
営
改
善
資
金

林業経営
高度化推
進資金

○造林・育林
○素材生産

5千万円
(特認 1.5億円)

短期資金
1.6％

長期資金
1.3％ 「林業経営改善計画」

の知事認定
伐採・造
林一貫作
業推進資
金

○造林・育林
○素材生産

1億円
(特認 2億円)

短期資金
1.3％、1.5%
長期資金

1.0％、1.2%

木材安定供
給資金

○素材生産
〇木材・木製品製造
〇木材卸売等
〇木材製品利用

区分Ⅰ
（注３）

3億円
(特認 4億円)

短期資金
1.3％

長期資金
1.0％

「木材安定供給確保
事業計画」の知事認
定

合理化資金
○素材生産
○木材・木製品製造
○木材卸売等

運転

設備
運転

５年以内

設備
15年以内

区分Ⅰ ー

融資機関
所定の利率

「合理化計画」の知事
認定

木材安定供給
確保事業資金

○造林・育林
○素材生産
〇木材・木製品製造
〇木材卸売等
〇木材製品利用

運転

設備

区分Ⅰ
（注３）

ー
「木材安定供給確保
事業計画」の知事認
定

注１：設備導入に伴う運転資金（当該設備の利用技術習得のための教育費等）は対象です。
注２：法律の定めにより、12年以内、13年以内、15年以内となる場合があります。
注３：最大５年間免除です。
注４：特認とは、木材の取扱量が一定以上等の条件を満たし、林野庁⾧官の認定を受けた場合です。

注５：木材産業等高度化推進資金については、この利率以下で都道府県知事が設定します。
また、事業体の規模等により利率が異なる場合があります。

注６：各種計画について都道府県知事の認定を受けた方への保証を必ずしも約束するものではありません。



保証の種類
対象事業
（注３）

資途
区分

保証期間
保証料率
（注４）

借入利率
保証
限度額
（注６）

資格要件等

林業・木材産業
災害復旧対策保
証
（注１）

○造林・育林
○素材生産
〇木材・木製品製造
〇林業種苗生産
〇薪炭生産
〇きのこ生産
〇木材卸売等
〇木材製品利用

運転

設備

運転
５年以内
（長期資金
７年以内）

設備
15年以内
（据置期間
２年以内）

区分Ⅰ
又は
区分Ⅱ
に同じ

融資機関
所定の利率

８千万円

・林野庁長官が指定する
災害により直接的・間接
的に被害を受けた場合
（注７）
・罹災証明書等の提出

新型コロナウイ
ルス感染症又は
原油価格・物価
高騰等による影
響を受けた林業
者のための借換
資金に係る林業
信用保証
（注２）

○造林・育林
○素材生産
〇林業種苗生産

運転

10年以内
（設備資金借
換の場合

15年以内）
（据置期間
２年以内）

区分Ⅱ
に同じ

融資機関
所定の利率
（注５）

３億円

・全国木材協同組合連合
会へ林業施設整備等利
子助成を申請し、最長５
年間の利子助成を受け
ること
・罹災証明書等の提出

３ 災害復旧等支援のための保証

注１：災害に応じて受付期間が異なりますのでご注意ください。
① 自然災害等：災害発生翌年度末まで受付
② 新型コロナ関連、原油価格・物価高騰等による影響：令和６年６月30日まで受付

注２：令和６年６月30日までの受付です。
注３：木材卸売等及び木材製品利用は、制度資金に係る場合のみ対象です。
注４：最大５年間免除です。
注５：林業施設整備等利子助成の利用により、最長５年間実質無利子です。
注６：他の保証との合算限定の定め（６億円以下）があります。
注７：林野庁長官が指定する災害は、当基金HPを参照してください。
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台風、洪水などの自然災害、新型コロナウイルス感染症又は原油価格・物価高騰等の影響に
より、事業継続に支障が生じている方の資金繰りを支援するための保証です。

対象事業
資金
区分

保証期間 保証料率 保証限度額 資格要件等

○造林・育林
○素材生産
○木材・木製品製造
○林業種苗生産
○薪炭生産
○きのこ生産

運転

設備

運転
３年以内
（長期資金
７年以内）

設備
15年以内

区分Ⅱ

0.20％
0.40％
0.60％
0.90％
1.10％
1.30％
1.50％
1.80％

財務内容により、
関連企業を含めて６億円

ー

２ 一般資金への保証

林業・木材産業を営む方の資金繰りを広く支援するための保証です。



保証の種類
対象事業
（注１）

資金
区分

保証期間 保証料率 借入利率
保証
限度額

資格要件等
（注３）

事業承継支援保
証

○造林・育林
○素材生産
〇木材・木製品製造
〇林業種苗生産
〇薪炭生産
〇きのこ生産
〇木材卸売等
〇木材製品利用

運転

設備

制度資金
又は

一般資金
に同じ

区分Ⅰ
又は
区分Ⅱ
に同じ
（注２）

制度資金
又は

一般資金
に同じ

制度資金
又は

一般資金
に同じ

・人（経営）の承継（経営権）、資
産の承継（事業用資産等）又
は知的資産（従業員の技術や
技能等）の承継のいずれかに
限る。
・保証申込受付日から３年以内
に事業承継を予定する事業
承継計画を有すること
・資産超過であること
・ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率が
10 倍以内であること
・法人・個人の分離がなされて
いること
・返済緩和している借入金がな
いこと

林業・木材産業複
合経営化支援保
証

＜林業者の方＞
〇木材・木製品製造
〇木材卸売等

＜木材産業者の方＞
○造林・育林
○素材生産

・造林、育林若しくは素材生産
のいずれかに該当する事業又
は木材・木製品の製造若しく
は木材卸売等のいずれかに
該当する事業のいずれかを営
んでおり、当該事業開始後の
決算期が３期を経過している
こと
・新たに複合経営を予定し、具
体的な事業計画を有すること
又は現に複合経営を行ってお
り、複合経営開始後の決算期
が３期を経過していないこと

林業・木材産業の
創業等支援

○造林・育林
○素材生産
〇木材・木製品製造
〇林業種苗生産
〇薪炭生産
〇きのこ生産
〇木材卸売等

３千万円

(1) 新規創業者
・新規創業を行おうとする会社
個人又は組合であって、当該
新規創業を行う具体的な計画
を有するもの
・新規創業を行った会社、個人
又は組合であって、当該新規
創業後の決算期が３期を経過
していないもの

(2) 新分野進出者
・林業・木材産業以外の事業を
営んでおり、新分野進出を行
おうとする会社、個人又は組
合であって、当該新分野進出
を行う具体的な計画を有す
るもの
・新分野進出を行った会社、個
人又は組合であって、当該新
分野進出後の決算期が３期
を経過していないもの

４ 事業承継、複合経営化、創業等支援のための保証

注１：木材卸売等及び木材製品利用等は、制度資金に係る場合のみ対象です。
注２：最大５年間免除です。
注３：詳細は、当信用基金HPで確認してください。

８

森林組合や素材生産会社等で経験を積み独立・法人設立をされる方や、他業種から林業・
木材産業へ新たに進出される方の資金繰りを保証するためのものです。



9

活用事例

スギ人工乾燥材専門の製材加工事業者であるB社は、
積極的な設備投資により製材加工効率が向上し、増産
しようとした矢先に、台風の被害に遭い、工場・倉庫・製
材機械が破損しました。

過去の設備投資により借入が多くなっていたため、災
害から再建を図るための資金を出来るだけ少ない負担
で融資を受けることができる保証メニューがないか当
基金に相談したところ、「林業・木材産業災害復旧対策
保証」を提案されたことから、被災証明書を取得し、融
資機関に融資を申し込むとともに、基金の保証を利用
した。

注：写真はいずれもイメージであり、事例の会社ではありません。

長年にわたり、素材生産会社の従業員であったCさん
は、独立して以前の会社の同僚とともに素材生産を行
う会社を新たに設立しました。

事業に必要な中古の林業機械の導入を計画し、地元
の融資機関に相談したものの、創業間もない会社で
あったことから、融資機関は融資に慎重になっていまし
た。

融資機関の担当者が当基金に相談したところ、新規創
業であっても林業信用保証を利用することができるこ
とを知り、林業信用保証付きの融資を受けることがで
きました。

木材市場を経営するA社は、ログローダとフォークリ
フトを購入するため、県に相談したところ、無利子の「林
業・木材産業改善資金」の活用を提案されました。

A社は、「林業・木材産業改善措置に関する計画」を作
成し、県知事認定を取得した上で、県指定の融資機関に
林業信用保証付きの融資を申し込んだところ、無事に
保証の審査も通り、融資を受けることができました。

(写真提供：愛媛県）



保証申し込み書類

融資機関から基金に提出していただく書類
〇債務保証協議書
〇調査意見書
〇保証人調書
〇このほか、保証審査に必要な書類

保証依頼者（事業者）から融資機関に提出していただく書類
（融資機関を通じて基金に提出していただきます。）
〇債務保証依頼書
〇個人情報の取扱についての同意書（保証依頼者及び連帯保証人が個人の場合）
〇決算書（新規申込みの場合は３期分。ただし、新規創業の場合を除く）
〇試算表（決算後６か月以上経過している場合）
〇定款（申込者が組合、会社で新規申込みの場合）
〇印鑑証明書（事業者及び連帯保証人等。発行から３か月以内のものに限る）
〇履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）（申込者が組合、会社の場合）
〇組合の概況表（申込者が組合の場合）
〇組合の出資利用承諾書（申込者が加入する組合の出資を間接的に利用しようとする場合）
〇根保証契約書（連帯保証人が個人であって根保証契約を締結している場合）

保証メニューに応じて保証依頼者から融資機関に提出していただく書類

様式はこちらからダウンロード可能です。→

注：設備資金の場合のみ必要です。
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一般
資金

制度資金 災害支援 事業承継支援等

一
般
資
金

林
業
・木
材
産
業
改
善
資
金

林
業
経
営
改
善
資
金

合
理
化
資
金

木
材
安
定
供
給
確
保
事
業
資
金

林
業
・木
材
災
害
復
旧
対
策
保
証

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

る
影
響
を
受
け
た
林
業
者
の
た
め
の

借
換
資
金
に
係
る
林
業
信
用
保
証

事
業
承
継
支
援
保
証

林
業
・木
材
産
業
複
合
経
営
化
支
援

保
証

林
業
・木
材
産
業
の
創
業
等
支
援

設備計画書（注） ●

林業・木材産業改善措置に
関する計画・申請書・
認定書（写し）

●

林業経営改善計画・
申請書・認定書（写し）

●

合理化計画・申請書・
認定書（写し）

●

木材安定供給確保事業計
画・申請書・認定書（写し）

●

罹災証明書 ● ●

事業承継計画書 ●

林業・木材産業の複合経営
計画書

●

新規創業計画書又は
新分野進出計画書

●



独立行政法人農林漁業信用基金

〒105-6228
東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー28階
TEL： 03-3434-7826, 7827（融資機関又は保証ご利用の方）

03-3434-7825 （都道府県又は一般の方）
FAX：03-3４３４-7837
https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/index.html

保証の対象となる資金

お気軽にお問合せ・ご相談ください！

造林･育林

植栽、下刈り、除伐、
間伐等に必要な資金

素材生産

立木購入、伐木、造材、
搬出等に必要な資金

木材･木製品製造

製材品、集成材、合板、
プレカット材、チップ等の
製造に必要な資金

薪炭生産

薪炭（その副産物等）の
生産に必要な資金

林業種苗生産 きのこ生産 木材卸売等 木材製品利用等

林業種苗、緑化木等の
生産に必要な資金

きのこの生産に
必要な資金

木材の卸売又は木材市場
の開設もしくは改良、

木材の輸送に必要な資金

住宅等の建築請負、家具等
の製造、木質バイオマス発
電等に必要な資金

表紙写真：「御嶽湖に写る御岳山」（林野庁中部森林管理局提供）
裏表紙挿絵：平田美紗子 2024.04更新 

https://www.jaffic.go.jp/guide/rin/index.html
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